
別紙２

（単位：円）

数量 単位 単価 金額

自動車重量税
乗用自動車（自家用）　　エコカー減免適用なし
車両重量１ｔ以下　２年 0 台 16,400 0

自動車重量税
乗用自動車（自家用）　　エコカー減免適用なし
車両重量１．５ｔ以下　２年 9 台 24,600 221,400

自動車重量税
乗用自動車（自家用） 　　エコカー減免適用なし
車両重量２ｔ以下　２年 3 台 32,800 98,400

自動車重量税
乗用自動車（自家用） 　　エコカー減免適用なし（13年経過）
車両重量１．５ｔ以下　２年 3 台 34,200 102,600

自動車重量税
乗用自動車（自家用） 　　エコカー減免適用なし（13年経過）
車両重量２ｔ以下　２年 1 台 45,600 45,600

自動車重量税
小型貨物自動車（自家用）　エコカー減免適用なし
車両重量２．５ｔ超３ｔ以下　１年 0 台 12,300 0

自動車重量税
小型貨物自動車（自家用）　エコカー減免適用なし
車両総重量３ｔ超４t以下　１年 2 台 16,400 32,800

自動車重量税 検査対象軽自動車（自家用）　エコカー（本則税率）　２年 1 台 5,000 5,000

自動車重量税 検査対象軽自動車（自家用）　エコカー減免適用なし　２年 1 台 6,600 6,600

20 台 512,400

自賠責保険料
乗用自動車（自家用）
本土　24ヶ月契約 16 台 17,650 282,400

自賠責保険料
検査対象軽自動車
本土　24ヶ月契約 2 台 17,540 35,080

自賠責保険料
小型貨物自動車（自家用）
本土　12ヶ月契約 2 台 12,850 25,700

20 台 343,180

定期点検 12ヶ月点検基本料（軽自動車） 6 台

定期点検
12ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１t以下） 0 台

定期点検
12ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１t超１．５t以下） 8 台

定期点検
１２ヶ月点検基本料
(乗用自動車：車両重量１．５t超２t以下) 5 台

定期点検 車内及び外回り洗浄 19 台

定期点検 車両陸送 19 往復

継続検査
(車検）

24ヶ月点検基本料（軽自動車） 2 台

継続検査
(車検）

24ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１t以下） 0 台

継続検査
(車検）

24ヶ月点検基本料
（乗用自動車：車両重量１t超１．５t以下） 12 台

継続検査
(車検）

24ヶ月点検基本料
(乗用自動車：車両重量１．５t超２t以下) 4 台

継続検査
(車検）

12ヶ月点検基本料
（小型貨物自動車：車両総重量２．５t超３t以下） 0 台

継続検査
(車検）

12ヶ月点検基本料
（小型貨物自動車：車両総重量３t超４t以下） 2 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄（軽自動車） 2 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄
（乗用自動車：車両重量１t以下） 0 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄
（乗用自動車：車両重量１t超１．５t以下） 12 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄
(乗用自動車：車両重量１．５t超２t以下) 4 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄
（小型貨物自動車：車両総重量２．５t超３t以下） 0 台

継続検査
(車検）

エンジン及び下回りスチーム洗浄
（小型貨物自動車：車両総重量３t超４t以下） 2 台

単価表

件名（項目）

自動車重量税計（Ａ）　

自動車損害賠償責任保険料計（Ｂ）　



（単位：円）

数量 単位 単価 金額件名（項目）

継続検査
(車検）

下回り塗装（軽自動車） 2 台

継続検査
(車検）

下回り塗装
（乗用自動車：車両重量１t以下） 0 台

継続検査
(車検）

下回り塗装
（乗用自動車：車両重量１t超１．５t以下） 12 台

継続検査
(車検）

下回り塗装
(乗用自動車：車両重量１．５t超２t以下) 4 台

継続検査
(車検）

下回り塗装
（小型貨物自動車：車両総重量２．５t超３t以下） 0 台

継続検査
(車検）

下回り塗装
（小型貨物自動車：車両総重量３t超４t以下） 2 台

継続検査
(車検）

室内及び外回り清掃 20 台

継続検査
(車検）

車両陸送（塩那森林管理署から往復） 9 往復

継続検査
(車検）

車両陸送（日光森林管理署から往復） 11 往復

継続検査
(車検）

保安確認検査料(軽自動車） 2 台

継続検査
(車検）

保安確認検査料(軽自動車以外） 18 台

継続検査
(車検）

継続検査代行 20 台

（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＝

非課税計（A）＋（B)

課税対象計（C）

消費税（C）×０．１０

合計

作業料金計（Ｃ）　


